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フェロー企画運営小委委員会セッション 

第 12 回 フェローの集い 
12th Fellows Gathering 

日本の原発はどこへ行く 

Where is going Nuclear Power in Japan 
＊田中 俊一 1 

1前原子力規制委員長 
 
1. パラダイムの崩壊 
 我が国の原子力政策は、1960 年代から軽水炉の使用済燃料は六ヶ所工場で再処理し、再処理に伴う高レベ

ル廃棄物は最終処分場で処理する、さらに再処理によって得られるプルトニウムは、当面はプルサーマルで

利用し、その後は高速増殖炉サイクルに移るというシナリオを基本としてきた。これは、エネルギーの安定

確保は、エネルギー資源のない日本にとっては悲願であり、それを実現するのが、プルトニウムを増殖し、

利用できる高速炉サイクルであるとの考えに基づいている。 
このシナリオは、MOX 燃料用再処理工場（技術）、高速増殖炉、MOX 燃料加工、高レベル廃棄物の最終処

分等、つまり、燃料サイクル体系を構成するフロントからバックエンドまでの個々の技術が、実用レベルで

利用できる場合にのみ成り立つものである。しかし、半世紀もの間、莫大な予算を費やしても、いずれの技

術も実用に達成していない。つまり、高速増殖炉サイクルは、「ダーウインの海」どころか「死の谷」も越え

られないままである。 
高速増殖炉サイクルこそが、原子力利用であるという頑なさを拠り所に、進めてきた燃料サイクル政策は、

2011 年 3 月に発生した東京電力福島第一原発事故（1F 事故）によって夢のパラダイムが崩れただけでなく、

プルサーマルを基本とする軽水炉サイクルを担う原発の存続すら危うい状況にある。 
 
2. 原子力利用の現状 
2-1. 新規制基準と原発の再稼働 

1F 事故は、原発事業者を中心に繰り返されてきた「安全神話」の虚構を白日に晒し、原子力の安全規制に

ついての国民・社会の信頼を完膚なきまでに失墜させた。そうした状況の下で、2012 年 9 月に原子力規制委

員会が発足し、翌年 7 月にいわゆる新規制基準が施行された。新規制基準では、様々な自然の脅威やテロや

人的ミスなど想定しうる全ての要因に起因する重大事故を防止することと同時に、事故の拡大を防止するた

めの対策を事業者に求めている。さらに、1F 事故では、原発サイトの内外を含めて放射線被ばくによる確定

的な健康影響は認められていないものの、無計画な避難指示が多数の犠牲者を出したこと、さらに大量の半

減期の長い放射性物質が環境に放出されたことで、大規模な除染を余儀なくし、かつ避難の長期化をもたら

したことを踏まえて、事故によって住民の避難に至らないような事故緩和策も要求している。 
新規制基準の施行とともに、約 1 年の間に 20 基の変更申請がなされ、審査を経て 2019 年 12 月時点で 9 基

の PWR が再稼働し、3 基の設置変更が許可されている。一方、BWR については、柏崎・刈羽 6，7 号機、東

海第 2 号機が設置変更の許可を得ているが、今のところ再稼働できる具体的な見通しはない。 
新規制基準ではバックフィット制度が導入され、新規制基準に適合することが、原発を再稼働させるため

の必要条件として求められることから、一部の原子力関係者の中には原発の再稼働が原子力規制委員会の判

断に依存するかのように考える向きもあるが、規制基準を満足することは、原発の安全を確保し、稼働させ

るための最低条件である。原子力規制委員会の審査をクリアしても、1F 事故後に格段に厳しくなった立地自

治体をはじめとした住民の合意がなければ稼働できない現実があることを認識すべきである。 
そうした中で、2015 年 9 月に九州電力川内 1 号機を皮切りに、2018 年 6 月の関西電力大飯 3 号機までの 9

基の原発が再稼働できたことは、新規制基準に対する一定の信頼が得られたことを裏付けるものとして、事
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故後に早期に再稼働したことと合わせて国際的には画期的なことと高く評価されている。加えて、立地住民

の信頼を取り戻すという点では、再稼働した原発が、司法による理不尽な停止命令を除くと、今日まで計画

外停止をすることもなく安定した運転を達成している事実は、原発事業者に対する信頼を取り戻す上で重要

な実績として特筆されてよく、引き続き緊張感をもって稼働に取り組むことを望みたい。 
2-2. 原発の現状の意味すること 

1F 事故は、我が国の原発利用の環境を大きく変化させ、既存の原発の再稼働も容易でなく、軽水炉サイク

ルの実現性は、先行きが見通せない現実に直面している。そもそも、軽水炉サイクルは、六ケ所再処理工場

の稼働によって抽出される 5～6 トンのプルトニウムを消費するための策で、16～18 基のプルサーマル炉と

フル MOX の大間原発で再処理によって分離されるプルトニウムを利用することによって、余剰のプルトニ

ウムを蓄積しないためのバランスをとるための苦肉の策である。MOX 燃料を利用できる既設の原発は 10 基

程度であり、16～18 基は、相当数のプルサーマル炉を新設することを前提としたものであった。現在、MOX
燃料を利用できる原発で設置変更の許可を得ている原発は 6 基だけであり、今後、許可を得られる原発を加

えても、六ケ所再処理工場で回収されるプルトニウムとのバランスはとれないことは明らかである。 
我が国は、再処理を行う前提として「使う予定のない余剰のプルトニウムはもたない」ことを国際的に約

束しているので、プルトニウムがどんどん蓄積されることになる状況では、六ケ所再処理工場を稼働させる

ことはできないことになる。つまり、六ケ所再処理工場の稼働を止めるか、プルトニウムの消費ができる範

囲で部分稼働するかの選択を間もなく余儀なくされることになるが、部分稼働だけで再処理工場を維持する

ことは電力事業の深刻な負担になることも考えなければならない。 
もともと、プルサーマルを行ってもウラン燃料の節約効果は僅か 10 数％程度と推定されており、かつ MOX

燃料がウラン燃料と比べて非常に高価であること、さらに MOX の使用済燃料を再処理することができない

ことを考慮すれば、プルサーマルを行う必然性はなく、軽水炉で MOX 燃料を利用するために再処理工場を

稼働させなければ積極的な理由はない。 
にもかかわらず、軽水炉燃料の再処理に拘泥する理由は、燃料サイクルという言葉で問題解決を先延ばし

してきた原子力政策にある。再処理を止めた時に問題となるのは、使用済燃料の扱いと高レベル廃棄物の処

分である。使用済燃料は、既に 2 万トン程度蓄積されており、この処理・処分は、今後の原発の稼働に拘わ

らず解決しなければならない課題である。我が国は、使用済燃料は六ヶ所再処理工場で再処理し、高レベル

廃棄物はガラス固化体に加工して、500m 以深の地層に処分するとしてきたので、再処理の中止は、即、使用

済燃料の処分、高レベル廃棄物の処理・処分政策の見なおしになる。しかし、いかなる困難があっても、燃

料サイクル政策の見直しは避けられない現実にある。 
 

3. 原子力利用の現状 
3-1. 燃料サイクル政策の見直し 

2018 年、資源エネルギー庁から「エネルギー基本計画」が出されたが、そこでは「我が国は、資源の有効

利用、高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減等の観点から、使用済燃料を再処理し、回収されるプル

トニウム等を有効利用する核燃料サイクルを推進する」という従来の基本方針が維持されている。既存の原

発の維持さえも難しくなっている現実を深刻に捉えた上で、原子力利用を如何に継続的に利用するかといっ

た観点は全くない。 
高速増殖炉の実用化は、米国、フランス、英国などの原子力先進国で放棄されているという現実を踏まえ

ず、科学的にも見通しがないことが明白になっているにも拘わらず、高速増殖炉サイクルに執着し、高レベ

ル放射性廃棄物の減容化・有害度低減を掲げる政策からは、1F 事故後の危機感の片鱗も感じられない。「もん

じゅ」の廃炉が 3 年前に決められた時点で、燃料サイクルの幻想を払拭する契機にすべきものであったはず

である。 
2018 年には、「長期エネルギー需給見通し」も発表され、原子力は、2030 年に全電力の 20～22%を担うと

されている。しかし、政府が原発への依存度を徐々に削減し、いずれ原発への依存をゼロにするとする方針

を繰り返し、原発の新設の可能性は議論すらできず、既存の原発の再稼働もままならない現状を踏まえれば、



1E_PL01 
2020年秋の大会 

2020年日本原子力学会           -1E_PL01- 

この目標は全く空虚である。今日求められていることは、原発の割合を云々する単なる数値合わせでなく、

20～22％の目標を如何に達成するかの政策である。 
3-2. 1F の廃炉と福島 

1F 事故がもたらした最も深刻な問題は、放射能による環境の汚染と放射線被ばくに対する住民の不安であ

る。放射線・放射能に係る防護基準は、安全性の判断をするための指針であるべきものが、政治的判断によ

って非科学的で合理性に欠ける規制や基準が施行されているため、放射線被ばくに係る住民の誤解と不安が

助長され、結果的に復興の大きな障害となっている。 
事故後の原子力災害対策、放射線対策、放射線防護にかかる行政判断に関して、原子力関係者の存在が無

力であったことも指摘しておきたい。結果的に、時には住民の安全や復興に関して有害な存在となり、放射

線被ばくに対する住民の不安を煽り、復興のための取り組みを難しくし、福島の復興を遅らせていることも

指摘しておきたい。原子力の安全の究極は、周辺住民に迷惑をかけないことであるが、現実には、深刻な犠

牲を強いたことと合わせて、もっとも必要とされる時に適切な発信ができなかったことを厳しく反省しなけ

ればならない。 
住民が安心して復興に取り組めるように 1F の廃止措置を住民の信頼の下に着実に進めることも極めて重

要で、事故を起こした事業者の最低の責任である。しかし、トリチウム汚染水の処理に係る混乱に見られる

ように、国や東電に対する住民の不信感は払拭されていない。廃止措置はデブリの取り出しだけでない。様々

な放射性廃棄物の処理も含めて、極めて難しい課題が山積しており、住民の信頼と理解を得ながら一つ一つ

着実に進めることが必要である。しかし、現実は 40 年後にはサイトが更地にできるかのような現実味のない

社会的パフォーマンスが先行し、科学的に合理的に進められていない現実をみると 1F の廃止は前途多難と言

わざるを得ない。 
1F の廃止措置を着実に進めることが原発の再稼働・再利用のための最低条件であることを改めて認識すべ

きである。 
3-3. 人材と技術基盤 

原子力利用を支えるための基盤は、優れた人材を確保することと、確かな技術基盤である。しかし、誤っ

た原子力政策によって、人材と技術を支える基盤への国の投資は決定的に疲弊してきており、現状は、原子

力利用を継続することが難しい状況にある。 
大学の原子力専攻の学科が廃止され、原子力の総合的研究開発機関として優れた人材を輩出し、原子力の

基盤となる科学技術を支えてきた日本原子力研究所が消滅してからすでに 10 年以上経過し、我が国の原子力

利用の足元は極めて危うい状況にあったが、そうした中で発生したのが 1F 事故である。 
現在の苦境を凌ぎ、将来への展望を拓く可能性を求めるのであれば、軽水炉は実証済みの技術であり、事

故は起こらないという国と事業者の誤った認識の下で、人材育成や基礎・基盤の研究開発が軽視されてきた

ことを深刻に反省し、原子力利用を支える基盤を再構築する以外にない。 
優れた人材や技術は、掛け声だけでは育たない。研究炉等のインフラが必要であるが既存の研究炉は非常

に老朽化しており、我が国の研究炉はまもなく消滅する運命にある。研究炉の消滅は、原発の消滅と同じで

ある。今、急がなければならないことは、将来の原子力利用を支える人材と技術基盤への投資である。 
 
4. おわりに 

40 年規制と相俟って事業者が既存の原発を稼働させるためにどの程度の投資ができるかという問題もあり、

相当数の原発は廃炉の判断がされているのが実態である。さらに、2030 年時点でも、20～22％のレベルを維

持するとされているが、このためには、原発の新増設が必須である。しかし、原発の新増設の難しさは想像

を絶する。それは、社会的に受容されるかの問題に加え、国の脱原発の方針と電力自由化の中で事業者が新

規原発建設の莫大な投資ができるかどうかという課題もある。 
今、必要とされていることは、原発の割合を云々する単なる数値合わせでなく、これまでの原子力政策を

反省し、改めて原子力発電の位置づけを冷静に議論することである。原発の安全を担保することの重要性は

いうまでもないが、現実と乖離したまま、諸々の課題の解決への道筋を放置してきた原子力政策を、原子力
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利用の歴史的役割を振り返り、温暖化問題という全世界的な新たな喫緊の課題を踏まえて徹底的に見直すこ

とが必要である。其のうえで、原子力エネルギー利用について原点に立ち返って、広く国民全体で議論する

以外に現状を打開できる可能性はないことを自覚すべきである。 
燃料サイクルの実現を信じることは、原子力利用の再興の芽を摘むことになる。多額の予算と長い年月を

費やしても実現できないことを謙虚に評価するべきで、科学技術は信じても達成できるものではない。 
 
（注）本稿は 2020 春予稿からの転載である。 
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